
【六条小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R6年7月末時点）

1 六条 市道六条石木線 六条西６丁目１２
 路側線が消えかけている上、南側にある歩道も途中で切れているため、児
童が安全に歩くためにも、道路北側の路側線の塗り直しと、グリーンベルト
を設置する必要がある。

 一時停止線、ダイヤマークの塗り直し 警察 済

1 六条 市道六条石木線 六条西６丁目１２
 路側線が消えかけている上、南側にある歩道も途中で切れているため、児
童が安全に歩くためにも、道路北側の路側線の塗り直しと、グリーンベルト
を設置する必要がある。

新しい看板に取り換える、グリーンベルトの設置 市 済

1 六条 市道六条石木線 六条西６丁目１２
 路側線が消えかけている上、南側にある歩道も途中で切れているため、児
童が安全に歩くためにも、道路北側の路側線の塗り直しと、グリーンベルト
を設置する必要がある。

　
 路側線の塗り直し

市 済

2 六条
市道六条石木線　市道中
部第４０６号線

六条西３丁目２２
・ 路側線、Ｔ字マークが薄くなっている。
・ 横断歩道は塗り直されていた。

 路側線、T字マークの塗り直し 市 済

2 六条
市道六条石木線　市道中
部第４０６号線

六条西３丁目２２
・ 路側線、Ｔ字マークが薄くなっている。
・ 横断歩道は塗り直されていた。

ダイヤマーク２か所の塗り直し 警察 済

3 六条 農政道路 六条西３丁目２－４３ Ｔ字マークが薄くなっている。 Ｔ字マークの塗り直し 市 済

4 六条 市道中部第４５９号線 六条１丁目３０ わき道からの車が一旦停止をしない。
ドットラインの補修、交差点中央にＴ字マークを入れ
る

市 済

5 六条
市道中町六条線　市道中
部第９７１号線1314号
線

六条緑町３丁目８−４８ 速度超過している車が多く、児童が横断するのに危険である。  信号機の設置     → 公安委員会に上申中 警察 ー
信号機の設置基準の台数に満たない。
R6プログラムで新たな対策が決まった。
（R6.8.8）
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5 六条
市道中町六条線　市道中
部第９７１号線1314号
線

六条緑町３丁目８−４８ 速度超過している車が多く、児童が横断するのに危険である。 交差点マーク、路側帯、ゼブラゾーンの塗り直し 市 済

6 六条 市道西部第６８２号 赤膚町１０３２

・ 横断歩道が連続している。
・ 横断歩道が消えかけている。
・ 幼稚園児が横断する。
・ 見通しが悪く道路が狭い。

横断歩道2か所の塗り直し　　　 → 上申中 警察 済

6 六条 市道西部第６８２号 赤膚町１０３２

・ 横断歩道が連続している。
・ 横断歩道が消えかけている。
・ 幼稚園児が横断する。
・ 見通しが悪く道路が狭い。

横断歩道の注意喚起対策として、路面標示の設置など 市 済

6 六条 市道西部第６８２号 赤膚町１０３２

・ 横断歩道が連続している。
・ 横断歩道が消えかけている。
・ 幼稚園児が横断する。
・ 見通しが悪く道路が狭い。

 Ｔ字マークの塗り直し 市 済

7 六条 市道西部第６８２号線 六条西１丁目１－４７
横断歩道は、薄くなってきているため塗り直す必要があるが、グリーンベル
トは、剥げてきていなかったため塗り直さない。

 横断歩道３か所の塗り直し　→ 上申中 警察 済

7 六条 市道西部第６８２号線 六条西１丁目１－４７
横断歩道は、薄くなってきているため塗り直す必要があるが、グリーンベル
トは、剥げてきていなかったため塗り直さない。

 路側線の塗り直し 市 済

8 六条 市道中部第１３１７号 六条西６丁目１ カーブのため見通しが悪く、道幅が狭い。 路側線を塗り直し、その内側にグリーンベルトを設置 市 済

8 六条 市道中部第１３１７号 六条西６丁目１ カーブのため見通しが悪く、道幅が狭い。 ストップシールの設置 市 済
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9 六条
市道中部第440号線　市
道中町六条線

六条緑町３丁目４

南東にはカーブミラーが設置されており南側の停止線から西側から来る車両
や歩行者の確認はできるが、南西にカーブミラーが設置されていないため、
南側の停止線から東側から直進する車両や歩行者が確認できない。そのため
車が停止線で止まらず歩道に出てきて左右の確認をするため児童が横断する
際大変危険である。

交差点の南西にカーブミラーの設置を検討 市 済

9 六条
市道中部第440号線　市
道中町六条線

六条緑町３丁目４

南東にはカーブミラーが設置されており南側の停止線から西側から来る車両
や歩行者の確認はできるが、南西にカーブミラーが設置されていないため、
南側の停止線から東側から直進する車両や歩行者が確認できない。そのため
車が停止線で止まらず歩道に出てきて左右の確認をするため児童が横断する
際大変危険である。

歩道４か所にストップシールの設置 市 済

10 六条 市道中部第１４１０号線 五条西一丁目付近

・道幅が狭いが、抜け道となっている。

・スピードを出して通行する車が多いため、児童が通学するのに危険であ
る。

・路側線、グリーンベルトの設置

・巻き込み防止線、ドット線の設置
市 済

10 六条 市道中部第１４１１号線 五条西一丁目付近

・道幅が狭いが、抜け道となっている。

・スピードを出して通行する車が多いため、児童が通学するのに危険であ
る。

・横断歩道の設置検討 警察 済

10 六条 市道中部第１４１２号線 五条西一丁目付近

・道幅が狭いが、抜け道となっている。

・スピードを出して通行する車が多いため、児童が通学するのに危険であ
る。

・横断歩道たまり場の設置

・「交差点注意」の塗り直し
市 済


